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1「 法図連」 とは

←)「 法図連」 とは、「法津図書 館連絡 会」

の略称であって、会員が相互 に業務上 の連け

い協 同をはか るとともに、関係分野における

図書館技術 の向上 に資 し、 もって法律 図書館

的機能の充実発展 を期す ることを 目的 として、

全国的に組織運営 されている団体である。現

在 は、関東および関西地区の会員が主たる構

成員である。

口 法図連の会員になれる者は、法律専 門の

図書館 もしくは相 当数の法律資料を有する一

般図書館お よび研究的ない し実務的資料室で

あって、例えば、法学部のある大学 の図書館 、

法学部資料室 ・研究所、国立国会図書館 、最

高裁判所 図書館、東京弁護士会図書館な どが

それである。

1活 動

←)法 図連の活動は、会員間での情報交換、

研究会 ・研修会等の開催、資料 ・印刷物の交

換 など法律図書館の機能を充実発展 させ る事

項 に広 く及んでいる。具体的なもの としてあ

げるならば、会員の蔵書 中、高額の図書 や雑

誌のリス トを作成 し、会員間での複写や貸 出

を行 うこと、「法 図連通信」や 「法図連ニュー

ズ レター」 などの刊行物を定期的に発刊 し、

会員相互の情報交換 をはか ることなどである。

(二)特 に、法図連の注 目すべ き活動は研究会、

研修会である。ちなみに、昨年度立教大学で

行われた第31回 法図連総会での研究テーマ

をあげ ると、 「デー タ ・ベ ースの検索 と法津

図書館」、「『リーガル ・リサ ーチ』 とレフ ァ

レンス ・サ ービス」 および 「利用面での相互

協力活動」であって、これ らは、いずれ も、

今 日各会員がかかえている解決すべ き問題で

ある。 これ らのテーマに関連 して、従来研究

会 は以下のような問題提起 をしている。

まず、今 日の法律図書館は、コンピューター

の利用 な くしては十分な活動機能を発揮す る

ことがで きない状況にある。そのためには、

判例 ・関係論文のデータ ・ベ ースによる情報

検索が不可欠になって来ている。 ところで、

データ ・ベース を利用す る際 に、利用者側 と

作成者側双方 に一体 どのような問題が発生 し、

それ をいかに解 決 して行 くべ きか、早急 に

個 々の問題点を取 り上げ、検討する必要があ

る。



次 に、ある法律問題が発生 したとき、 どの

ような法律、判例、論文等が当該問題に関連

するか、そ して、それ をいかに迅速かつ適確

に検索調査す るのか。 この ことは、研究者の

みならず、学生に とって も勉学上欠 くことの

で きない条件である。この ような条件が整備

されないな らば、法律 図書館 という宝の山を

目前に して、それを手 をこまねいて見ている

ような ものであって、法律図書館 は本来果た

すべ き機能を見失 っている。そのためには、

図書館 に法律専門の職員(ロ ー ・ライブラリ

アン)を 配置する必要がある。前述のような

法律のデータ ・ベ ースの利用価値 を高め るに

は、利用者 自身において相 当の法律知識が前

提 となる。それゆえ、ロー ・ライブ ラリアン

を育成 ・配置 し、彼 らが学生 に対 して も、判

例 ・文献等の検索、論文 ・リポー トの書 き方

の指導 にあたって もらいたい。

最後 に、法律図書館の相互の協力がある。

研究者 にとって、法律図書館の相互利用の必

要性が高 まっているのだが、活発でないのが

実状である。確かに、文献の複写 ・貸出にあ

たって郵便 ・Faxが 利用 されれば、研究者

の時間的節約がはか られる し、また、分担収

集 ・保 存が実現 され れば、各会 員の図書予

算 ・書庫 スペースの節約が可能 になる。

これ らの問題提起は、法律図書館にとって

は、運営上、 また、その利用者 にとっては、

利用上、今 日必然的なものになって来てい る。

法図連 は、会員 ひとりだけでな く、全体 と

して、 これらの問題にいかに対処 して行 くべ

きか、そ して一歩一歩ではあるが、将来に向

け、法律 図書館の機能充実 を実現するため、

大 きな役割 を果た している。

(三)会 員は、単 に国内的な問題 についての研

究会 ・研修会を開催す るだけでな く、広 く法

律図書館 に関す る国際研究会(例 えば、国際

法律図書館 協会研 究集会やIFLA・IALL研 究

集会)に も積極的に参加 し、その成果 を法図

連通信等で報告 している。

(四)活 動 は、総会を通 じて行われているが、

個々の細 目については、幹事会や委員会が組

織 され、法図連の運営にあたっている。総会

は、年 に一回開催 されるが、本年で第32回

に及ぶ長い歴史を もっている。

さらに、関西の法図連の会員間だけで、大

阪地 区の法図連 が年 に一度、「大阪地区法律

関係資料に関する図書館 ・資料室連絡会」 と

いう名称で開催 され、会員相互の情報交換 や

研究会が行 われている。

皿 近畿大学の法学部資料室

(→ 近畿大学の図書館 は法学部資料室 として

法図連 に加盟 している。本学図書館は、法律

関係の蔵書数では法図連加盟会員中、屈指 の

規模 を有 している。法学部資料室は、現在、

日本の判例集 ・雑誌等 を中心に、着々 と整備

充実をはかっている。本学の図書館 システム

は中央図書館体制 をとっているので、将来、

法律関係 の図書等については、独立 した図書

館 の設置が必要である。

(二)し か し、今 日の急務 は、ロー ・ライブラ

リア ンの配置、 リーガルデータ ・ベースの完

備 、書庫 スペースの確保 など、人的物的施設

の充実である。法学部資料室の整備拡充が と

りもなおさず法図連への加盟の成果であ って、

同時に、本学図書館が法 図連の役割の一端 を

担 うことにもなろ う。

(前 法学部図書委員長)
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